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研究成果の概要（和文）：　本研究は、阪神・淡路大震災や中越大震災での実態調査結果を踏まえ、避難所生活
者及び仮設住宅生活者にとっての便益を最大化させる避難所・仮設住宅配置の策定基準を解明した。
　この成果を踏まえ、災害危険地区であっても適切な避難場所が指定されている場合には、地域の災害危険性に
よる土地資産価値の減少を一定程度相殺し、被災時の安全性・避難生活時の利便性向上に寄与していることを検
証するとともに、そのような避難場所に関する計画策定手法を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This study elucidated a development standard of the location planning of 
refuge palaces and temporary houses to maximize the benefit for refuge and temporary housing dweller
 based on the fact-finding result by Hanshin Awaji Great Earthquake Disaster and the Chuetsu Great 
Earthquake Disaster.
I verify those facts: when an appropriate place of refuge is appointed based on this result even if 
it is a disaster danger district, the decrease of the land property value by the local disaster risk
 becomes smaller and it contributes to improve safty and convenience at the time of disaster and 
life as an evacuee. I also clarify the planning measure of location of refuge.

研究分野： 行政法

キーワード： 阪神・淡路大震災　避難所　仮設住宅　災害公営住宅　中越大震災　首都直下地震
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

地震災害が発生し、住宅等の建築物が被害を
受け、居住が不可能になることで一定の長期に
及ぶ避難生活を強いられる。特に大都市におけ
る震災による避難生活は地方部と比べてさらに
被災人口が多くなるため、その整備には投資効
果を十分加味することが重要となる。 

研究代表者は科研費・基盤研究(C)「首都直
下型地震における避難所対策の研究」（平成 24
～26 年度）において、阪神・淡路大震災での経
験を踏まえ、首都直下地震の避難対策を研究対
象として、避難者から見た避難所の配置が適切
な水準から乖離する原因は、被災建築物数と避
難所の立地、被災者数と避難所の立地との相関
を十分考慮しないことによる可能性があるという
仮定の下、効率的な避難所配置計画の策定の
基準について課題を摘出した。 

具体的には、阪神・淡路大震災では、神戸市
のある区における避難所調査によると、被災した
住宅から概ね 500～700m にある避難所に避難
している割合が 9 割を占めることを明らかにした
ことなどがあげられる。 

２．研究の目的 

本研究は、阪神・淡路大震災や中越大震災で
の実態調査結果を踏まえ、避難所生活者及び仮
設住宅生活者にとっての便益を最大化させる避
難所・仮設住宅配置の策定基準を解明すること
を目的とする。 

この目的を踏まえ、災害危険地区であっても
適切な避難場所が指定されている場合には、地
域の災害危険性による土地資産価値の減少を
一定程度相殺し、被災時の安全性・避難生活時
の利便性向上に寄与していることを検証するとと
もに、そのような一時集合場所及び避難場所に
関する計画策定手法について研究する。 

３．研究の方法 

避難支援には、 「災害救助法」にもとづき応
急時に行われる災害救助の側面と、「被災者生
活再建支援法」にもとづき中期的に行われる生
活再建支援の二面性がある。本研究では通常分
配施策として捉えられている後者についても、そ
の立地の適否が土地利用効率性を改善できる
可能性が大きい点を明らかにする。 

４．研究成果 

(1)自助・共助・公助論 

神戸市で即死が 8 割を占めた阪神・淡路大
震災は、初動に関しては公助に限界があることを
明確にした。地震による即死が建物の崩壊によ
ることは、大地震から人命を守るには所有者、占
有者による自助が必要であること、公助の警察、
消防、自衛隊の救助には時間がかかり家族や近
所のコミュニティによる救助、被災者への救援に
活躍したボランティアなどの共助が必要であるこ
とを示した。 

①公助の体系・災害対策基本法 

災害対策基本法では、防災は公の責務にお
いて実施するという体系をとる。この体系には、
基本的に災害は天災で、人間の力が及ばない

不可抗力という考え方が根底にある。しかし近時、
技術の進歩、経済力の発展によって災害を防ぐ
努力が積み重ねられ進展してきている。具体的
には、ダムや堤防を造り上げて水害の防止とい
った建設工事を実施するものから、危険地域へ
の警報、警告、規制により災害を回避するという
行政的手段による方法などが講じられ、また、大
火事の防止や地震への備えから建築基準法の
規制により耐火・耐震の建築物が義務付けられ
るようになってきている。このことからわかるように
災害対策において天災概念に人災概念が入り
込んできた。 

②自助・共助論 

従来から暴風雨などの災害が発生し、又は発
生するおそれがある場合に、市町村長が住民等
に避難のための立ち退き勧告、避難のための立
ち退き指示を出すことができることとされ、自助を
求めることがある。この勧告と指示は強制力がな
く、従わなくても罰則がかからないものの、勧告
や指示に従う責務を負わされていると考えてよい。
こうした規定は災害対策基本法（第 60 条）や水
防法（第 29 条）などに規定されている。 

このような義務規定は我が国では極めて稀で
あったが、阪神・淡路大震災において鉄道や道
路が大きな被害を受け、おびただしい交通渋滞
を引きおこし、救命・救急活動、緊急物資の輸送
に重大な支障をもたらしたことから、交通規制に
ついても災害対策基本法が改正された。 

③都市住宅に対する自助の重要性 

阪神・淡路大震災の人命被害の最大の特徴
は、建築物倒壊（家具倒れも含む）による即死が
8 割を超えていたことである。地震防災で最も重
要なことは人命を守ることである。その意味から
すると阪神・淡路大震災は公助が機能する間も
なかったに等しいともいえる。それは明らかに自
助の世界で解決し、対処しなければならなかった
ことを意味していることとなる。したがって建築物
の耐震化が最大の地震防災対策と認識されるに
至り、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」
が制定され、国、地方公共団体、国民に対し建
築物の地震に対する安全性の確保への努力義
務を課すこととされたのである。 

地震防災の本命である耐震化が自助の範囲
であることは都市住宅を巡る最大の論点であると
いえる。伝統的な任意性のある自助論では防災
対策に万全を期せないどころか、いざという時に
甚大な被害を招来しかねない。阪神・淡路大震
災後の耐震化の努力義務の付与により任意的
自助から踏み出し、かつ、財政的、行政的援助と
いう意味での公助が負荷されたものの、前述した
ように効果があがってこない。 

公助を増やすべきという議論は当然あり得る。
もっともこれは私有財産に対する補助は基本的
に公的支出になじまない、なじませるべきではな
いという議論を踏み越えなければ成立しないが、
それはともかくとして、被災者生活支援法の制定
時に財政支援は耐震改修を重視すべきという論
があったことは、自助、公助論という点ではなか
ったにせよ特筆しておかねばならない。 



 (2)大震災時の居住回復論（阪神・淡路大震災） 

今後予想される首都直下型、東南海、南海大
地震が襲ってくる場合、それが人口集積の多い
大都市を直撃すると、避難生活を送らなければ
ならない人数は膨れ上がり、しかも最終的な居住
回復に至る迄の期間も長期にわたる。 

こうした避難生活は、一般的には元の生活に
戻る迄の臨時的なものであるため、従来からそれ
程研究の対象とされてこなかった。しかも避難所
も仮設住宅も恒久住宅へ移り住んだ後の生活に
は利用されないものであるから、費用負担の考え
方にも自ずと限界もある。 

本研究では阪神・淡路大震災における避難生
活について可能な限り避難生活の実態とそこか
ら浮かび上がってくる問題とその対応策を整理し
た。 

①被災時の実態 

阪神・淡路大震災の死亡原因は住宅の耐震
力の不足であることが立証されている。神戸市で
は、全犠牲者のうち 8 割の方が 15 分以内に亡
くなっている。 

震災当日は有感度余震が 61 回、そのうち震
度 3 が 9 回、震度 4 が 4 回と倒壊した家屋の
被災者も勿論、半壊や破損を受けていない家の
居住者達も屋内にとどまってはいられず、近くの
公園などに避難している状況であった。 

神戸市は震災前から避難所を全部で 365 箇
所指定していた。台風襲来の際あらかじめ市町
村で避難勧告が出されて避難所に集まるのと違
って、突然の大地震でしかも余震におびえてい
る時は、整然とした避難行動にはならなかった。 

しかも指定避難所は被災した人数に比較して極
めて少な過ぎた。中心五区では、当初指定され
ていた避難所の数は、あとで追加されたものを含
めた最終的な避難所数の 3 割でしかなかった。 

②行政の対処 

市みずから手当てして指定するのではなく、自
発的に避難している場所を後追い的に指定して
いく結果となった。公園や寺社、民間施設等を問
わず後追い指定した。 

避難所での避難は極めて臨時的、流動的なも
のという認識の下に運営されていかなければなら
ないことが浮かび上がる。このことは行政側として 
避難所の場所を指定するだけにとどまらず、震
災時の管理運営体制というソフトの面も事前に決
めておくべきことを示す。 

避難所は仮設住宅への入居や自宅などの住
宅へ移っていく迄の緊急避難的に設けられるも
のであるから、阪神・淡路大震災でも 3 万戸の
仮設住宅が全て建設完了した 8 月 20 日には、
避難所は廃止された。しかし仮設住宅への入居
が進んでいなかったため、この時点で 497 箇所
（避難者数：20 万人強）のうち、196 箇所（避難
者数：6,672 人）が待機所という名前で存続した。
ただ、平成 9 年 3 月には待機所も廃止されてい
くことになる。 

③仮設住宅 

避難所は体育館とか集会所といった広い部屋

に、あるいは教室や廊下などで多数が寝泊まり
するのであるから、住宅のような居住環境を望む
べくもない。居住空間のある仮設住宅を早く建設
することが必要で、迅速性が大切である。 

既設住宅の空家は避難者が応諾すれば早め
に避難所から移ることができるが、仮設住宅は用
地の選定と建設期間が必要なため、入居に時間
がかかる。 

しかし阪神・淡路大震災においては、被災後 1 
箇月半で約 2 万戸の発注がなされており、迅速
性についてはかなり評価できるものであった。 

④用地の確保 

 仮設住宅用地は、戸数約 3 万戸に対し 21ha 
の土地が必要だった。これだけの土地が早期に
提供できたのは、神戸市ではポートアイランド、
西神ニュータウン等の開発が進められていて、市
や住宅都市整備公団が事業中であったため、利
用できたという特殊条件があった。つまり首都直
下地震が起きた時は、神戸とは異なる仮設住宅
建設の仕組みを検討しておくべきことを示唆する。 

次に用地の場所が問題となる。神戸の場合は
造成中のニュータウン等の利用されていない土
地が仮設住宅用地として選定された。 居住者と
しては住んでいた場所に仮設住宅を建てて貰い
たいという希望を強く持っているので、新市街地
の仮設住宅へ移ることには抵抗感が強かった。 

阪神・淡路大震災では民有地の利用の申出もあ
ったが、現実には道路を作って開発しなければ
ならない土地などもあって、実際すぐ建設できる
用地は約 20ha にとどまったのが現状だった。東
京、大阪などの既成市街地が大震災に見舞わ
れた時は民有地にかなり頼らざるを得ない。検討
すべき課題である。 

⑤孤独死 

阪神・淡路大震災では、震災後の仮設住宅で
の孤独死の問題が取り上げられるようになった。
この問題は、高齢化、核家族化の進行と共に顕
在化したが、コミュニティとの関係でも議論される
べき問題である。孤独死に至るまでの経過をみる
と、震災の影響などもあって引きこもりがちとなる
人や、病気などの障害があって外へ出られない
人など、様々であるが、このような人達へは保健
婦やケースワーカーによる訪問が欠かせない。
阪神・淡路大震災時の仮設住宅や災害復興住
宅などでもこうした活動が実施されていた。 

⑥災害公営住宅 

避難所や仮設住宅は震災の被災者に対する
緊急避難策である。恒久住宅での居住回復に至
るまでの期間の対策である。被災後ある期間は
救命・救助といった初動期の対策や避難者に対
する生活の支援に追われるが、恒久住宅までの
期間はなるべく短いことが望ましい。 

災害公営住宅の意義は、震災で住宅を失い、
住宅に困窮する者、自力での住宅再建がしにく
い者のための恒久住宅を提供することであり、そ
れが居住回復への最も有力な手法である。阪
神・淡路大震災でも災害公営住宅へ入居が決ま
った人の 3/4 が仮設住宅からであった。災害公



営住宅も高齢者・障害者優先の抽選で入居が決
められるため、仮設住宅と同じくコミュニティ問題
を抱えることとなる。 

⑦コミュニティ問題 

  避難所暮らしをしている間は、多くが隣近所の
人と同様に避難所にいることも多いので、お互い
に励まし合い、協力し合い、将来の生活再建の
ことを話し合いすることも多い。しかし、自宅を再
建したり、親類・知人宅へ引っ越したりしていく
人々が増えるにしたがって、旧来のコミュニティ
が少なくなる。避難所に残った人々も仮設住宅
の建設が進み、そちらへ入居すると、ますます従
来のコミュニティは消滅する。何故ならば、仮設
住宅は基本的には公募抽選方式で、しかも高齢
者、障害者優先とされることから、従来のコミュニ
ティをそのまま移行する入居にならないためであ
る。したがって仮設住宅の建設と入所が進むと従
来のコミュニティの絆はばらばらになっていく。 

⑧防災福祉コミュニティ 

神戸では阪神・淡路大震災後小学校区を単
位として 191 箇所に防災福祉コミュニティを作っ
た。コミュニティは地元のメンバーで構成されるが、
防災に関しては将来のことを見据えて小学生や
中学生にも参加して貰い、避難訓練とか消防訓
練といった防災訓練や避難所での物資支援など
の話について大震災経験者を語り部として云い
伝えた。新たな転入者へは避難所などを記した
防災マップを渡し、市の広報誌も防災特集号を
組んでハザードマップなど各戸で備えるようにし
た。その他小学生の絵を展示したり、お店探検な
どの催事をして、コミュニティ活動を活発化させて
いる。こうしたコミュニティ活動は、阪神・淡路大
震災後強調されるようになった。防災に関しての
自助・共助への備えとなるといえる。 

⑨学校の役割 

 神戸市の地域防災計画で避難所として指定さ
れていたのは大半が市立の小中学校であった。
ここに大勢の避難者が避難することになったので
あるが、避難者が一時最大 23 万人となった阪
神・淡路大震災は、市の職員を避難所に派遣す
ることもかなわず、学校の先生、職員に避難者へ
の対応を頼らざるを得ない結果となったばかりで
なく、学校の授業との調整という課題にも取り組
まねばならないこととなった。 

⑩救急医療 

 災害医療については、特に初期医療体制の迅
速化の必要性から研究が重ねられ、平成１７年４
月にＤＭＡＴ（ディーマット；Disaster Medical 
Assistant Teaｍ）を立ち上げ、災害時の医療のた
め訓練を受けたメンバーが被災地の救急医療を
行えるようになってきている。これに加えて災害
時の情報を共有できるように広域災害救急医療
情 報 セ ン タ ー （ Ｅ Ｍ Ｉ Ｓ  Emergency Medical 
Information System）によって必要な情報を共有
しながら救急医療を実施する体制がとられるよう
になった。 

もっとも阪神・淡路大震災において明らかになっ
たように、大都市部で住宅などが倒壊して重傷
者が多数出るようなケースで、しかも交通混雑の

ため現場へ行くことが困難な場合を想定すると、
こうした救急医療は東日本大震災でも機能した
が、今後も継続して改善を図っていく必要がある
と考えられる。 

 (3)孤独死を出さなかった中越大震災 

 2004 年 10 月 23 日 17 時 56 分頃、新潟県中
越地方でマグニチュード 6.8 の中越地震が発生
した。特に長岡市へ合併することが決まっていた
山古志村では、道路が寸断されて集落が孤立し、
全村が避難をする事態となった。そこで中越地
震で最も被害の大きかった長岡市（旧山古志村
を含む）の震災対策について述べる。 

①避難所 

 市内の各地域のコミュニティを尊重して避難所
に入居する方法をとった。特に旧山古志村は全
村避難の方針をとったので、旧長岡市の 8 箇所
の避難所へほぼ集落ごとに避難した。 

 避難所は臨時的にコミュニティとなるが、旧長
岡市の場合はその運営を避難者のコミュニティ
の代表者に任せる方法ではなく、市が全ての避
難所に職員を常駐させて、避難住民と協力して
運営する方法をとった。コミュニティに任せるより、
運営上の各種要望や批判に対して、行政で対処
すべきという考え方からである。もっとも旧山古志
村の場合は、集落のリーダーである区長を中心
として運営が行われた。 

②仮設住宅 

仮設住宅は新潟県が旧長岡市に 840 戸、合
併後の長岡市に 2,221 戸建設した（長岡市以外
の中越地震で新潟県が建設した仮設住宅は
3,460 戸）。 

地震発生後直ちに県は市に被災地に近い場
所にコミュニティに配慮して用地選定をするよう
依頼し、被災 4 日後の 10 月 27 日には長岡の
操車場跡地に 100 戸の建設を開始した。 

建設戸数は全壊戸数の 3 割以内とされていた
が、中越大地震では生活不能となった住戸を全
て全壊とみなし、しかも住宅事情により入居を希
望する者は原則として受け入れる方針をとり、11 
月 12 日に 9 団地 840 戸と決定した。 

災害時こそコミュニティを大事にするとの方針
を決定し、入居方式も被災場所のコミュニティを
重視した入居とした。山古志村は長岡ニュータウ
ンに集落ごとに仮設住宅を建てて入居した。 

③復興計画 

注目されるのはコミュニティ重視の復興計画で、
復興計画の実現にあたり、行政が行う事業に加
えて市民や地区、集落での主体的な取り組みが
重要と考えて、地域社会と行政の役割分担のも
と、連携と協働によって復興するものである。災
害時には皆で助け合おうとする共助の精神が発
揮される基本的土壌が培われてきていたこともあ
り、コミュニティ重視の復興計画が活かされた。 

④コミュニティ重視の震災対策 

 中越地震の居住回復の過程では孤独死がな
かった。中越地震で注目すべきは、コミュニティ
重視の対策である。 

村を取りまく道路が崩壊して物資の流通が途



絶え孤立してしまい全村離村を決めた山古志村
では、仮設住宅は長岡ニュータウンの使える土
地に集落ごとに避難をし、コミュニティの人々がま
とめて入居するという方針とした。これには対応
する充分な用地が必要だが、特に全村離村した
山古志村は、集落ごとに仮設住宅を建設すると
いう考え方を実現できる土地が長岡ニュータウン
に存在した。 

被災者の生活支援に関しても、「仮設住宅入
居者支援チーム」が、入居者と市の橋渡し役とな
って、生活上の不安や不便、健康の維持、介護
などに関して、様々な対処策（仮設自治会の立
ち上げ、保健師の全戸訪問、介護指導員の一人
暮らし高齢者住宅への定期的訪問、生活支援ボ
ランティアチーム（社会福祉協議会）の長期にわ
たる生活支援活動など）を講じた。 
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